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TC275 には、以下 8 つの作業グループ（WG）があり、日本は WG5「熱操作」と WG7「無機物及び栄

養塩類の回収」に積極的に関与しています。これら WGでの議論の結果を TR（技術報告書）として、

WG5は 2021年 7月に、WG7は 2023年 7月にそれぞれ発行しています。

③海外技術者向け研修

事業団では、日本国内で実施される JICA 海外技術者研修に講師を派遣しています。この活動は、

海外下水道技術者の能力向上に寄与すると共に各国の具体的な課題やニーズなどの情報収集に貢献

しています。2025 年 11 月時点の累計では、JICA 課題別研修「下水道・都市排水マネジメントコー

ス」に 81か国より 636名が参加しています。

④JICA専門家派遣

事業団では、1980年から JICA からの要請により海外に専門家を派遣しています。2026年 3月現

在で、7か国に延べ 26名の長期専門家が派遣されました。

専門家派遣は国際協力として派遣先国の下水道事業の発展に寄与すると共に、派遣先国や周辺国

の下水道事業案件形成に向けた情報収集や政府や公的機関とのネットワーク構築にも役立っていま

す。近年の長期専門家派遣は以下 2件です。

 カンボジア公共事業・運輸省下水管理能力強化プロジェクト(2019年 7月～2023年 4月) 

 インドネシア下水道管理アドバイザー(2021 年 10月～2023年 3月) 

⑤国際ネットワークの構築

事業団では 2026年 3月現在、海外の公的機関と技術協力に関する 3件の覚書を締結しています。

 2020 年 2月：タイ下水道公社（WMA）との LOI（Letter of Intent）

 2023 年 5月：韓国環境公団（K-eco）との MOU（Memorandum of Understanding）

 2024 年 1月：カナダ・カルガリー大学（ACWA）との MOU

 2026 年 1月：ウズベキスタン・タシケント建築土木大学との MOU

今後、覚書の締結が生み出す国際ネットワークの構築により、国際的な汚水処理問題の解決を目

指します。
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カスタマーハラスメントに対する基本方針 

日本下水道事業団（以下「事業団」という。）が、公共性の高い事業と質の高いサービスを提供し続け

るためには、職員が安心して働ける環境が不可欠です。しかしながら、近年、いわゆるカスタマーハラス

メントが社会問題化しており職員の心身や業務に支障をきたす可能性があります。事業団は、職員が職務

に専念できるよう、カスタマーハラスメントに対して組織として毅然と対応すべく、以下の基本方針を定

めます。 

本指針の意義 

本指針は、委託地方公共団体との協定書または各取引先との契約書等と一体となって、事業団における

サービス提供の条件を示すことで、取引先との関係性を明確にすることを目的としています。

カスタマーハラスメントの定義

厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、事業団ではカスタマーハ

ラスメントを次のとおり定義いたします。

対象行為 

以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。 

 顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合の例 

・事業団の提供する商品やサービスに瑕疵・過失が認められない場合

・要求の内容が、事業団の提供する商品・サービスとは関係がない場合

 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動の例

・職員個人への攻撃、要求

・身体的な攻撃（暴行、傷害）

・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)

顧客等からの要求・言動のうち、当該要求・言動の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現

するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、職員の就業

環境が害されるもの 



・威圧的な言動

・土下座の要求

・継続的な（繰り返される）、執拗な（しつこい）言動

・拘束的な行動（不退去、居座り、監禁）

・性的な言動、ストーカー行為

・差別的な言動

（４）カスタマーハラスメントへの対応

カスタマーハラスメントと判断される要求や言動に対しては、毅然とした対応をすることとし、悪質と

判断した場合は、警察・弁護士などに相談のうえ、適切に対処させていただきます。 

令和８年４月１日制定 
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